
　　　　　　　

　　　　　　　

  　　 下記のいずれにも該当し、新発田市内に住所を有する方
        ・年齢や病気などにより、自動車等の運転に不安を感じ、自主返納もしくは失効した方
　 　　 ・平成２５年４月１日以降に運転免許証を自主返納もしくは失効した方

運転免許証の自主返納（全部取消し）

　本人が取消の申請をします。希望する方には、
失効された運転免許証を受け取ることができます。

　　運転免許証（有効期間を経過していないもの）
　※警察署で免許証の返納手続きをされますと、その

　　　時点から運転はできませんので、ご注意ください。

対象者

支援内容 ※一回限りの支援です

事業内容

申請に必要なもの

申請に必要なもの

下記のいずれかが必要です。　
　・運転免許証の取消通知書の写し
　・運転経歴証明書
　・失効した運転免許証　　

  1. 下記のいずれか一つを選択してください。
　　 ①コミュニティバス回数利用券 （5,000円相当）
　 　②新潟交通観光バス路線バス回数券 （5,000円相当）
　 　③いきいきスタンプお買物券 （5,000円相当）
　　 ④新発田市ハイヤー協会共通タクシー券（5,000円相当）
　　 ⑤運転経歴証明書発行手数料及び写真代相当額の支援金 （1,900円相当）
　　　　
  2. 感謝状の贈呈（希望者のみ） 

　新発田市交通安全
　キャラクター　
　かもしかくん



　　

　新発田市役所　　電話　２２－３０３０（代表）

　高齢者運転免許自主返納支援事業について・・・地域安全課

　運転免許証返納、運転経歴証明書について・・・・新発田警察署交通課（電話　２３－０１１０）

すでに返納した方

これから自主返納する方

　　　下記のいずれかを持っていますか？
　　　　　・運転免許証の取消通知
　　　　　・運転経歴証明書
　　　　　・失効した運転免許証
　Ａ　持っている　　　　　　Ｂ　持っていない

平成２５年４月１日より後に返納・失効しましたか？

　　　　　　　　　Ａ　はい　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ　いいえ

支援の対象になり
ません。

運転免許証を失効した方

はじめに新発田警察署又は運
転免許センターで自主返納の
手続きを行った後、地域安全課
で支援の申請を行ってください。

地域安全課で支援の申請を
行ってください。

はじめに新発田警察署又は運
転免許センターで自主返納の
手続きを行った後、地域安全課
で支援の申請を行ってください。

運転経歴証明書について

新潟県公安委員会が発行する公的な本人確認書類で、有効期限はありません。

自主返納（全部取消し）又は更新を受けずに運転免許証を失効した方が申請でき
ます。申請窓口は、新発田警察署又は運転免許センターです。（新発田警察署は
申請から概ね２週間後、運転免許センターは即日交付されます。）
※取消又は失効後５年以内であれば申請できます。

・手数料・・・新潟県収入証紙で１，１００円
・写     真・・・１枚（縦３㎝×横２．４㎝）
　※交通安全協会員の方は、新発田地区交通安全協会が手数料の一部助成と写真撮影を行います。

・本人確認書類・・・すでに運転免許証を返納又は失効した方は、住所、氏名及び　　　　　　
　　　　　　　　　　　　 生年月日が確認できるものを２点
・印鑑

取得に必要なもの

お問い合わせ先

手続きについて



新発田市高齢者等運転免許証返納支援事業の支援内容について 

 

【選択支援】下記のいずれか一つを選べます。※一回限りの支援です 

①コミュニティバス（あやめバス）回数券 

✿✿便利な市街地循環接続便✿✿  

市内各地区から新発田駅を経由して市街地を循環します。該当する地区から、ちょっと新発田市

街地へ・・・便利な交通機関です。  

 

②新潟交通観光バス回数券 

✿✿新発田市エリアを走行するバス運行✿✿ 

新潟交通観光バス運行コースで有効な回数券です。なお、この回数券は、コミュニティバス運行

コースでは利用できません。 

 

③いきいきスタンプお買物券 

✿✿新発田市専門店組合加盟店で利用できるお買物券✿✿ 

新発田市専門店組合加盟店で利用できるお買物券です。 

利用できるお店についての問い合わせは、いきいきスタンプ事務局（２２－３０５３）へお願い

します。 

※利用できる期間は、発行日から 6 か月です。 

 

④共通タクシー券 

✿✿自宅発。便利なタクシー運行✿✿ 

　新発田市ハイヤー協会加盟３事業者（下越タクシー、太陽交通新発田中央、新発田観光タクシー）

が発行するタクシー券です。 

　3 事業者共通で利用できます。自宅前から出かけるには便利な交通手段です。 

※利用できる期間は、発行日から 6 か月です。 

 

⑤運転経歴証明書発行手数料及び写真代相当額 

✿✿免許証返納後の本人確認書類✿✿ 

　運転免許証に代わる公的な本人確認書類として、利用することができる運転経歴証明書の発行手

数料等の支援です。 

 

＜その他注意事項＞ 

(1)支援事業で交付されるそれぞれの「券」は、お釣りが出ません。利用時には十分注意ください。 

　例）５００円利用券で３００円の買い物をする→２００円のお釣りは出ません。 

 

(2)支援事業で交付されるそれぞれの「券」を紛失した場合、再発行はいたしません。 

紛失には十分注意してください。 

 

(3)支援事業についての問い合わせ・申請は 

　　　　　新発田市役所地域安全課防犯交通係　電話２２－３０３０（代表）　まで 



 

運転を卒業された高齢者の方へ 

「感謝状」をお渡しします 

 

対象者 

令和 2 年 4 月 1 日以降に、高齢者等運転免許証返納支援事業に 

該当し、感謝状の交付を希望される方 

 

持ち物 

　失効した運転免許証または 

　運転免許証の取消通知書、 

　運転経歴証明書を持参された方に 

お渡しします。 

 

※感謝状の交付は、高齢者等運転免許証 

返納支援事業の支援を受けた日から 

3 か月以内となります。 

 

 

 

 

お問い合わせ先 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

新発田市役所 地域安全課 防犯交通安全係　 

電話　２２－３０３０（代表）


